
第

二

千

三

百

六

十

一

号

平

成

二

十

四

年

七

月

十

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

四
六
五
ペ
ー
ジ

告

示

○
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
運
転
す

る
者
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

税

務

課)

四
六
六

○
岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
に
基
づ
く
県
統
計
調
査
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正

(

統

計

課)

四
六
六

○
道
路
の
区
域
変
更

(
道
路
維
持
課)

四
六
六

○
道
路
の
供
用
開
始

(
同

)

四
六
六

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

税

務

課)

四
六
七

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

四
六
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

四
六
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

同

)

四
六
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

四
六
九

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
六
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
十
六
条
第
二
項
中

｢

の
滞
納
が
な
い｣

を

｢

に
係
る
徴
収
金
を
滞
納
し
て
な
い｣

に
改
め
、

｢

自
動
車
税
を｣

を
削
り
、｢

災
害｣

を｢

天
災｣

に
、｢

止
む｣

を｢

や
む｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項

及
び
第
五
項
中｢

納
付
す
べ
き
自
動
車
税｣

の
下
に｢

に
係
る
徴
収
金｣

を
加
え
る
。

第
八
十
八
条
の
二
第
二
項
中｢

の
滞
納
が
な
い｣

を｢

に
係
る
徴
収
金
を
滞
納
し
て
な
い｣

に
改
め
、

｢

鉱
区
税
を｣

を
削
り
、｢

災
害｣

を｢

天
災｣

に
改
め
、｢

交
付｣

の
下
に｢

す
る
も
の
と｣

を
加
え

る
。第

百
七
号
の
二
様
式
中｢現

に
鉱
区
税
｣

を｢現
に
鉱
区
税
に
係
る
徴
収
金
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日



告

示

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

桑

原

下

中
線

路
線
名

区

間

羽
島
市
下
中
町
石
田
字
村
前

五
〇
八
番
一
地
先
か
ら

同

市
下
中
町
城
屋
敷
字
村

前
三
六
三
番
四
地
先
ま
で

羽
島
市
下
中
町
石
田
字
村
前

四
九
六
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
郷
附

四
八
一
番
一
地
先
ま
で

羽
島
市
下
中
町
石
田
字
松
原

一
〇
四
四
番
一
地
先
か
ら

同

市
下
中
町
城
屋
敷
字
流

三
〇
七
番
一
地
先
ま
で

羽
島
市
下
中
町
石
田
字
村
前

五
〇
八
番
一
地
先
か
ら

同

市
下
中
町
城
屋
敷
字
村

前
三
六
三
番
四
地
先
ま
で

区

間

Ｂ
後

Ｃ Ａ
前

Ｂ
区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･���･�〜��･� �･�〜��･���･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

�、���･����･� �、���･��、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) Ａ

、
Ｂ
、

Ｃ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
四
号

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
運
転
す
る
者
の
指
定
に
関
す
る
告
示

(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

表
松
本
電
気
鉄
道
株
式
会
社
の
項
中｢

松
本
電
気
鉄
道
株
式
会
社｣

を｢

ア
ル
ピ
コ
交
通
株
式
会
社｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
五
号

岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
に
基
づ
く
県
統
計
調
査
に
関
す
る
告
示(
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
二

百
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
｢

岐
阜
県
労
働
条
件
等
実
態
調
査｣

を｢

岐
阜
県
育
児
休
業
等
実
態
調
査｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

桑

原

下

中
線

羽
島
市
下
中
町
石
田
字
村
前
四
九

六
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
郷
附
四
八

一
番
一
地
先
ま
で ���･�

平
成
��･�･��
平
成
��･�･��
公

示

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
八
号

総

務

部

各

県

税

事

務

所

自

動

車

税

事

務

所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

百
三
十
四
条
第
二
項
中｢

に
係
る
自
動
車
税｣

を｢

に
対
す
る
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金｣
に
、

｢

第
百
五
号
の
二
の
五
様
式｣

を｢

第
百
五
号
の
二
の
三
様
式｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人M

ixed
Roots

×
ユ
ー
ス
×
ネ
ッ
ト
★

こ
ん
ぺ
い
と
う

三

代

表

者

の

氏

名

渡
辺

マ
ル
セ
ロ

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
加
茂
川
町
一
丁
目
一
番
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
活
動
地
域
の
住
民
に
対
し
て
、
地
域
社
会
を
核

と
し
た
新
し
い
国
際
協
力
モ
デ
ル
に
基
づ
く
、
社
会
貢
献
で
き
る

人
材
育
成
に
関
す
る
事
業
、
平
等
で
豊
か
な
地
球
市
民
社
会
の
実

現
に
む
け
た
次
世
代
育
成
に
つ
い
て
の
啓
発
、
活
動
地
域
お
よ
び

活
動
地
域
に
暮
ら
す
住
民
に
か
か
わ
る
伝
統
・
文
化
・
歴
史
の
継

承
、
ま
た
こ
れ
に
よ
る
地
域
社
会
の
活
性
化
及
び
住
み
よ
い
ま
ち

づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
な
な
し
ん
ぼ

三

代

表

者

の

氏

名

畑
佐

晴
之
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四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
郡
上
市
明
宝
二
間
手
三
六
一
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
主
と
し
て
明
宝
地
域
及
び
山
村
の
住
民
を
対
象

に
、
地
域
資
源
活
用
や
地
域
人
財
育
成
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

地
域
住
民
の
思
い
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
持
続
可
能
な
地
域
社
会
の
実

現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
洋
紡
績
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

タ
イ
ヨ
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

岐
阜
市
柳
津
町
本
郷
四
丁
目
一
番
地
の
一

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

衣
料
、
日
用
品
ゾ
ー
ン

(

変
更
前)

午
前
九
時

(

変
更
後)

午
前
七
時

そ
の
他
の
小
売
業
者

(

変
更
前)

午
前
十
時(

年
間
一
五
〇
日

午
前
九
時)

(

変
更
後)

午
前
七
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
十
一
時(

一
部)

(

変
更
後)

午
前
六
時
三
〇
分
か
ら
午
後
十
一
時(

一
部)

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
五
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
洋
紡
績
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

タ
イ
ヨ
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

岐
阜
市
柳
津
町
本
郷
四
丁
目
一
番
地
の
一

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)
五
箇
所

(

変
更
後)

八
箇
所
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○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ヒ
マ
ラ
ヤ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ヒ
マ
ラ
ヤ
可
児
店

可
児
市
今
渡
字
池
下
一
一
七
八
番
一

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

(

変
更
前)

一
、
四
八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

二
、
四
一
七
平
方
メ
ー
ト
ル

駐
車
場
の
位
置

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置

廃
棄
物
保
管
施
設
の
位
置

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ー
マ
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
21
岐
南
店

本
館

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
八
丁
目
八
六
―
一

外

二

意
見
の
概
要

岐
南
町
長
の
意
見

・
岐
南
町
役
場
南
交
差
点
は
交
通
事
故
が
多
い
こ
と
か
ら
、
交
差
点
近
く
に
設
置
す
る
東
側
出
入

口
は
入
口
専
用
、
北
東
側
出
入
口
は
出
口
専
用(

左
折
の
み)

と
す
る
と
と
も
に
、
駐
車
場
出

入
口
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て
検
討
願
い
ま
す
。

(

届
出
事
項

新
設)

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

富
加
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

坂

井

弘

道

加
茂
郡
富
加
町
羽
生

九
三
五
番
地
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就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

富
加
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

板

津�
次

加
茂
郡
富
加
町
羽
生

一
四
六
三
番
地
二
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平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


